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吹田市在宅医療・介護連携推進協議会設置要領 

 

制定 平成２８年４月１日制定 

         令和２年７月７日改正 

令和５年４月１日改正 

                        

（趣旨） 

第１条 本要領は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５

条の４５第２項第４号に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と

介護サービスを一体的に提供するため、在宅医療と介護の連携を強化することを目的と

して設置する「吹田市在宅医療・介護連携推進協議会」（以下「協議会」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を聴取する事項） 

第２条 協議会において委員から意見等を聴取する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 地域の医療・介護の資源の把握 

⑵ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

⑶ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進     

⑷ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

⑸ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

⑹ 医療・介護関係者の研修 

⑺ 地域住民への普及啓発  

⑻ 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

⑼ その他協議会が目的達成のために必要と認めた事項 

（構成） 

第３条 協議会は、委員１３人以内で構成する。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が選
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任する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 医療機関 

⑶ 介護保険サービス事業者 

⑷ 関係機関 

３ 委員の選任期間は、２年とする。ただし、４月１日以外に選任する場合の選任期間は、 

選任の日から１年を経過した日以後における最初の３月３１日までとする。 

４ 委員は再度選任することができる。 

５ 委員が欠けた場合に選任する委員の選任期間は、前委員の選任期間の残期間とする。 

   （委員長等） 

第４条 協議会に委員長及び委員長職務代理者を置き、委員のうちから市長が指名する。 

２ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長職務代理者がその職務を

代理する。 

３ 協議会の会議は、福祉部長が招集し、委員長がその議長となる。 

（関係者からの意見の聴取等） 

第５条 福祉部長は、必要に応じ関係者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聞くこ

とができる。 

（部会） 

第６条 協議会には、円滑な運営を図るため必要に応じ、第２条に規定する事項について

実務的な観点からの協議を行うとともに、在宅医療と介護の連携強化に向けた関係機関

等の育成支援を図るため、実務者による部会を設置することとする。 

２ 部会の名称は「吹田市ケアネット実務者懇話会」（以下、「ケアネット懇話会」という。）

とする。 

３ ケアネット懇話会に関する規定は、別に福祉部長が定める。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉部高齢福祉室において処理する。 

（その他） 
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第８条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、福祉部長が

定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年７月７日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する 

 

 

 

 

 

 


